
職

孚

資

源

と

國

民

清

費

生

活

井

藤

牛

彌

職
争
資

源
と
し

て
國
家

が
動
員

し
得

る
も

の
は
何

か
。

ま
た

こ
れ
が
國

民

の
消
費
経
濟
生
活

に
封

し

て
い
か
な

る
影
響

を
及
ぼ

す
か
。

こ
れ
が

こ
の
駄
文

の
中
心
題

目

で
あ
る
。

こ

の
問
題

に

つ
い
て
は
過
去
歎
年

の
問

に
著
書

や
論
文
、
こ
と

に

「
日
本
諸
學
」

第

二
號

(
交
部
省
敷
學
局

昭
和
十

七
年

十

輔
月
稜
行

)
所
載

拙
文

「
長
期
建
設
職

の
恒
久
財
源
」

で
、
も

つ
と
も
詳
細

に
研
究

し

た
。

こ
と
、で
は
過
去

の
論
文
を
基
礎

と
し
、

そ

の
後

入
手
ま

た
は
調
査
し

て
得
た
資

料
を
も
新

た

に
加

へ
、
今

一
度

や
や
異

つ
た

親
角
か
ら

こ

の
問
題

を
取
扱

は
う

と
思
ふ
。

職
争

の
資
源

と
な

る
も

の
は
何

か
℃
職
孚
経
濟
力

の
大
小
を
あ
ら
は
す
も

の
は
何

か
。

こ
れ

に
つ
い
て
學
者
は

い
ろ

い
ろ

の
も

の
を
あ
げ

て
ゐ
る
。
試
み

に
そ

の
二
三

を
あ
げ

る
。

職
争
資
源
と
國
民
清
費
生
活

(
井
藤
)

`

一
四
七

,



一
四

八

ま
つ
イ

エ
ヒ
ト
は
職
争
需
要
を
充
足
す
る

源
泉

込

し
て
次

の
五

の
も

の

を

あ

げ

る
。
O
戦
争
申

に
お
け
る
維
濟
生
産

力

の
損

禿

、
⇔
從
來
私
的
家
計

の
需
要

の
た
め
に
活
動

せ
る
経
濟
部
門

及
び
経
濟
経
螢

の
軍
需
生
産

へ
め
輻
換
、

別

の
語

で

い

へ
ば
、
職

時
経

濟

の
公
共
需
要

の
た
め

に
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
経

濟
的
消
費
を
極
度

に
制

限

す

る

こ

と
、
⇔
軍
需
産
業

以
外

へ
の
投
資

の
中

止
、
㈱
す

で
に
あ

る
貯
藏
や
設
備

の
虞
分

、
岡
外
國
資
源

の
動
員

(
国
9
。。け
同
8
ぎ

囚
H
一。
ぴq
。・幽3
・。言

①P

H
㊤
。。
。。
"
の
●
。。
。。i

。。
ρ

小
穴

毅
氏
邦
課

六
二
頁
、
日
猫
文
化
協
會
課

四
三
ー

四
四
頁

)
。

ピ
グ

ー
は
職
箏
資
金

の
源

と
し

て
つ
ぎ

の
四
者

を
あ
げ

る
。
9

生
産

増
加
、
⇔

個
人
浩

費

の
切
下
、
⇔
資

本
新
投
資

の
申

止
、

㈲

現
存

資

本

の
浩

粍

(
》
博
ρ

国
碧

ξ

↓
冨

旦

三
$
一
。
8
ぎ

塁

。
貼
蓄

さ

戸
漣

ρ

ラ

b。
㊤
ー

齢
⑦
・)
。

タ

ル

ハ
イ
ム
も
職
時

財
政

に
お
け

る
物
資
調
達

の
資

源
と
し

て
次

の
も

の
を
あ
げ

る
。
e
年

々
の
生
産

、
肚
會
生
産

物
、
職
時

財

政

に
こ
れ

を
利
用
す
る

に
は
次

の
二
方

法
が
あ
る
。
④
國
家

必
要
物

の
直

接
生
産

、
@
必
要
外
國
品

の
輸
入
決
濟
用

に
供

せ
ら

な

れ

る

べ
き

輸

出

品

の
生
産

、
⇔

財

産

の
浩

耗
。

こ
れ

に
は
次

の
四
種

が

あ

る
。

ω

國

民
経

濟

内

の
貯
藏

物
資

の
消

耗

、

◎

天

然
資

源

の
濫

用

、

㊥
補

充
投
資

の
中

止
、

⇔

外
國

資

本

及
び

金

準
備

の
浩

耗

(
囚
註

O
・
目
冨
蒙

助β

U
一①
O
H§

亀
・。σQ
睾

魯

乙

。
暑

9

窪

囚
誉
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津
§
言
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き
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一
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、6開
註

誉
8
冨

{島

9
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ψ
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目9

ぎ
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●
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F
"
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謹
ρ

Q。
.
劇
Q。
甲
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お

,
)
。

ブ

ル

ク

ハ
そ
ザ

ー
も

職

時

財

政

の
資

源

と

し

て
次

の
三
者

を

あ

げ

る
。
0

肚

會

生

産

物

、
口

封
内

的
及

び

封

外
的

國

民

財

産

(
封

'

内

的

國

民

財
産

と

は

、

土

地

、
建

物

、

工
場

、

機

械

、
交

通
機

關

、
武

器
、

商

品

、
家

畜

、
家

具
等

。

封

外

的

國

民

財

産

と

は

金

、
外

國

爲

替

、

外

國

投
資

、

そ

の
他

必

要

な

場

合

に
外
國

に
費

却

し
得

る
財

産

)
、
⇔

外

債

(
囚
9
二

切
霞

聾

・露

さ
ρ
き

=
窪

き

傷
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以

上

の
ほ
か

に
、
多

く

の
學
者

が
職

争

の
資

本

と

し

て
種

々
の
も

の
を

あ

げ

て

ゐ
る

。

し
か

し

以

上
列

學

し

た
歎

人

の
學

者

、

そ

れ

以
外

の
學
者

の
あ

げ

る

と

こ
ろ

を

み

る

と

、
、分

類

方

法

、

そ

の
他

に
多
少

の
相

違

は
あ

る
が

、

そ

の
内
容

に
は
大

差

が

な

い

の
で
あ

つ
て
、

こ
れ

を
整

理

す
る

と
、

結

局

は
職

争

の
資

源

乏

な

る
も

の
は

、

H
國

局
所

得
、

⇔
國

民

財
産

、

匂
外

國
資

源

の
三

者

に

つ
き

る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で

は

こ

の
分

類

方
法

を

と
り

、
職

費

の
財

源

と

し

て

の
こ

の
三
者

の
特

性

に

つ
い

て
吟

味

し

、

そ

㊨
う

ち

ど
れ

が

最

も
適

當

な

財

源

で
あ

る

か

に

つ

い

て
研
究

し

よ
う

。

ま

つ

外
國

資

源

か

ら

は
じ

め

る
。

!

一

 

職
争

の
た
め

に
外
國

の
資

財
を
利

用
す
る
方
法

に
は
、
次

〇
四
形
.態
が
あ
る
。

(
「
)

職
争
用
叉
は

一
般
生
活
用

の
物
資

、
生
産
設
備
乃
至
帥労
力
な
ど
を
、
そ

の
ま
ま

の
形

で
占
領

地

で
軍
自
ら

が
徴
用

す
る

と
と
。

こ
れ

は
往
時

一
般

さ
か
ん

に
行

は
れ
た
方

法
で
あ
る
。

(
二
)

か
か

る
も

の
を
、
そ

の
ま
ま

の
形

で
外
國

よ
り
有
償
ま

た
は
無
償

で
支
給

を

う
け
る

こ
と
。
普
通

の
方
法

で
は
商

品
輸

出

超
過
、
ま

た
は
貿
易
外
牧
入

の
増
加

に
よ

つ
て
、
必
要
外
國

物
資

を
得

る

の
で
あ

る
が
、

現
在

の
イ
ギ

リ

ス
、

ロ
シ
ア
、
重
慶

政
府

の
や
う

に
、
武
器
貸
與
法

と
い
ふ
特
別

の
方
式

に
よ

つ
て
、

ア
メ
リ
カ
よ
り
軍

需
品

の
支
給

を
受

け
る
こ
と
も
あ

る
。

(
三
)

國
際
的
購
買
力

あ
る
資
金

を
外
國

か
ら
借
入
れ

、

こ
れ

に
よ

つ
て
必
要
物
資

を
買

入
れ

る

こ
と
。

こ
れ

が
外
國
資
源
利

戦
孚
資
源
と
國
民
浩
費
生
活

(
井
藤
)

、

一
四
九

■
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一

五

Q

用

に
關
す

る
最

も
普

通

の
方
法

で
あ
る
。
外
債

に
よ
る
職
費
調
達

と
い

へ
ば
主
と
し

て
こ
の
形
態

を
と
る
。

だ

ノ

(
四
)

占
領

地

で
軍
自
ら
が
軍
票
、
債
券
、
富
籔
な
ど

の
焚
行

や
課
税

を
行

ひ
、

こ

の
方
法

で
得

た
資
金

で
必
要
物
資
、

榮
力

等

を
現
地

で
調
達

す
る

こ
と
。

こ
れ

を
現
地
調
緋

主
義

と

い
ふ
。

我
が
國
が
占
領
地
域

で
現
在
實
行

し

て
ゐ
る
の
は
、
主

と
し

て

こ
の
形
態

で
あ

る
。

噸
般
的

に
い

つ
て
、
職
時

に
外
國

の
資
源

を
利
用
す

る
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
國

民
員
憺
を
輕
減
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
経
濟

と

い
ふ
観
鐵

の
み
か
ら

い
ふ
と
便

利
な
方
法

で
あ
る
。

ご
と
に
外
債
は
最

も
便

利
な
も

の
で
あ

つ
て
、
我
が
國

で
は
日
露
職
争

の

と

き
軍
資

金
牧
入
十
七
億
圓

の
う

ち
六
億

八
千
九
百
萬

圓
、
即
ち

そ

の
百
分

の
四
十

は
外
債

に
よ

つ
て
ま

か
な

つ
た
。
當
時

の

一

年
職
費

の
國

民
所

得
に
封
す
る
比
傘

は
百
分

の
六
十
飴

と

い
ふ
高
率

で
あ

つ
た

に
も
か
か
は
ら
す
、
職
争
中

の
物
債

騰
貴

は
戦

前

に
く
ら

べ
て
僅
か

に
百
分

の
十

で
あ

つ
た
。

し
か
も
現
在

の
や
う

に
債
格

の
公
定

や
國
民
消
費
生

活

の
規
制
な
ど

の
統

制
政
策

は

行

は
れ
な
か

つ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
は
戦
争

期
間
が

一
年
牛

と

い
ふ
短
期

で
あ

つ
た
こ
と
、
そ

の
他
種

々
の
事
由

が
あ

る
と
思

ふ
が
、
そ

の
う
ち
最

も
重
大
な

も
の
は
、
外
債

に
よ
り
外
國
物
資

を
利
用

し
た
こ
と
で
あ
る
。
外
債

に
よ
り
職
費
を
ま
か
な

ふ
政

策

は
経
濟
と

い
ふ
窯

の
み
か

ら
い

へ
ば
最
も
便
利

で
あ

る
が
、
し
か
し
國
策
途

行
上
債
椹
國

よ
り

い
ろ
い
ろ

の
摯
肘
を

う
け

る
と

い
ふ
訣
監
が
あ
る

こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら

な

い
。

つ
ぎ

に
現
地
調
辮
主
義
は
占
領

地

の
物
資

が
豊

富
な
場
合

に
は
最

も
健
質

な
方

策

で
あ
り
、
現
在
我
が
國

で
も
大
東

亜
建
設

の
長
期
財
源

と

い
ふ
立
場

か
ら

い

へ
ば
、
結
局

は

こ
の
方
法

が
重
大
な
役
割
を
演
ず

　

べ
き

で
あ
る
が
、
占
有
後

、

日
な

ほ
淺
き
今
日
、

と
れ
を
大
規
模

に
早
急

に
實

行
す
ゐ

こ
と
は
不

可
能

で
あ

る
。
當
分

の
間
は

こ



れ

に
封

し

て
過
大

の
期
待

を
か

け

て
は
な
ら

ぬ
。

も

≡

 

つ
ぎ

に
國
内

の
國
民
財
産

を
職
争

の
資
源

と
し
て
利
用
す
る
場
合

を
考

へ
る
。
過
去
か
ら
蓄
積

さ
れ

た
財
産

乃
至
資
本
を
職
争

の
資

源
と
し

て
使
用
し
得
る

こ
と
n
そ
れ
か
ら

と
の
多

い
國

は
そ
れ
だ
け
職

争
維
濟
力
が
大

で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
は
読
明
を
要
し

な

い
が
、
し
か
し

「
國
富
統

計
」

な
ど
で
國
民
財
産

又
は
國
富

と
し

て
計
上

さ
れ

て
ゐ
る
も

の
す

べ
て
が
、
無
條
件

的
に
直
ち

に

職
争
資
源

と
し
て
動
員

し
得
る
も

の
と
考

へ
て
は
な
ら

ぬ
。

こ
の
鮎
個
人

の
場
合

と
異
な

る

の
で
あ

つ
て
、
私
維
濟

の
立
場

か
ら

い

へ
ば
、
現
金

に
か

へ
得

る
も

の
は
何

で
も
生
活

の
財
源

と
な
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
個
人
が
所
有

す
る
財
産

全
部

が
何
か
.の

目

的
に
動
員

し
得
る

の
で
あ
る
が
、
國
家
経

濟

の
場

合

は
さ
う

で
は
な

い
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
内
閣
統
計

局
編

纂

「
列
國
國
勢

要

覧
」

の

「
列
國

の
國
富
」

の

一
部
を
抜

載
す

る
と
、
次

の
通
り

と
な

つ
て
ゐ
る
。

列

國

の

、

喉

國

富
調
査
年
度

日
本
(
内
塊

の
み
)

昭
和

五
"
年

ア

メ

リ

カ

,
同

七

牟

イ

ギ

リ

ス

同

五

年

戦
孚
資
源

と
國
民
溝
費

生
活

(
井
藤
)

縞

額

(車
位
十
億
圓
)

こ

0

入
ん
○

一
七
七

入

口

U
入
賞

、

(
軍
位
圓
)

一
、
七

一
〇

七

、
σ

四
五

三
、
八
七

三
一
五

一



¢

一
五

こ

イ

タ

リ

ヤ

同

五

年

.

i
-

五

一

一
、
二
六
三

、

ド

イ

・

ツ

同

一
一
年

入
四

一
、
こ
五
入

フ

ラ

ン

ス

大
正

一
四
年

一
二
山ハ

三
、
一
一
八

こ

の
場

合

に

こ
れ

等

の
國

富

高

の
全

部

が
無
條

件

的

に
職

箏
資

源

と

し

て
動

員

し
得

る

わ

け

で
は
な

い
。
例

へ
ば

内
閣

統

計

局

曹

調
査

に
か
か

る
昭

和
五
年

の
我
が
國
富
総
額

は
千
百
億
園

で
あ
る
と

い
つ
て
も
、
そ

の
内
諜
は

つ
ぎ

の
通
り

で
あ

つ
て
、
そ

の
全

・額

が
職
孚
資

源
と
し

て
利

用
し
得
な

い
の
で
あ

る
。

属
富

の
構
成
要
素

如
何

に
よ
り
利
用

し
得
る
程
度

が
異

ふ

の
で
あ
る
。

昭
和
五
年

我
が
國
富

(
軍
位
+
慮
圓
)

土

地

四

一

、、

建

物

二
二

所

藏

財

貨

'

一
入

内

謬

～

家

具

家

財

一
二

e

生

産

品

五

鋳

貨
及
び

金

銀

.

一

。

樹

木

六

鑛

山

六

其

の

他

一
四

計

二

6



右

の
我
が
國
富
千

百
億
圓

の
構
成
要
素

の
う

ち
、
土

地
四
百
十
億

圓
、
建
物

二
百
二
十
億
圓
、
樹

木

六
十
億

圓
等
は
、
そ

の
大

部
分

は
そ

の
ま
ま

の
形

で
は
職
孚
用

に
動
員

し
得
な

い

の
で
あ

る
。

職
争
資

源
と
し

て
動
員

し
得
る
國
民
財
産

乃
至
は
蓄

積
資

源

に
は
ど
ん
な
も

の
が
あ

る
か
、
ま
た

こ
れ

を
利
用
す

る
方
法

に
は

ど
う

い
ふ
も

の
が
あ
る
か
。

つ
ぎ

に
こ
れ

に
つ
い

て
読
明

し
よ
う
。

こ
れ

に
は
次

の
五
種

が
あ
る
ゆ

(
一
)

國
際
市
場

で
購
買
力
を
も

つ
も

の
、
ま

光
は
、
か
か

る
も

の
に
容

易

に
轄

換

し
得

る
も

の

こ
れ
ら

の
も

の
は
、
外
國

よ
瀕
必

要
物
資

を
輸
入
す
る

た
め

の
資
源

(
貿
易
差
額
決
濟
用
等
)
と
な
る
。
例

へ
ば
次

の
如
き

も

の
が
こ
れ

で
あ

る
。
金

銀
、

外
國
爲
替
、
外
國
投
資

、
有
債
誰
券
、
特

許
権
、
美

術
品
等
。

、

(
二
)

兵
器
弾
藥
等

の
軍
需
品

の
貯
藏

過
去

の
國
防
費

の
大
部
分

は
こ
の
種

の
職
争

財
産

の
蓄
積

に
す
で

に
輻

換
し

て
ゐ
る

も

の
と
考

ふ
べ
き

で
あ

る
。
随

つ
て
職
前

の
國
防

費
金

額

の
大
小
は
職
争
資
源

を
決
定

す
る
重
要
要
素

と
な

る
。

(
三
)

一
般

民
需

財
産

に
し

て
…戦
争
用

に
韓

用
し
得
る
も

の

李

和
用
工
場

、
家

具
、
商
品
等

に
し

て
、
そ

の
ま
ま
叉
は

こ
れ

に
改
造

を
加

《
て
軍
需

用
に
鱒

用

し
得
る
も

の
が
あ
る
。

(
四
)

新

投
資

の
申
止

平

和
用
物
資

の
生
産

擾
張
乃
至
は
維
持
ま

た
は
新

投
資

を
申
止
し
、
從
來

と
の
方

面

に
向

つ
て
ゐ
た

生
産
力

を
軍
需
品
生
産
方
面

に
韓
換

せ
し
め
る

の
で
あ
る
。

(
五
)

天
然
資
源

の
濫

用

長
期
経
螢

の
立
場
か
ら

い
つ
て
過
度

と
考

へ
ら
れ

る
木
材
濫
伐

や

鑛

物

探

掘

な

ど

が

こ

れ

で

ヒ

あ

る
。

.

戦
争
資
源
と
國
民
消
費
生
活

(
井
藤
)

一
五
三



一
五

四

か
く
考

へ
て
く
る

と
戦
争

の
資

源
と
し

て
動
員

し
得

る
財
産

の
範

園
は

か
な
り
廣
大

と
な
る

の
で
あ

る
。
し
か
し
な

が
ら
國
民
財

産

の
元
本

を
消
費

七
て
職
争
物
を
ま
か
な

ふ
政
策

は
、
短
期
戦

の
場
合

は
便
利

で
あ
る
が
、
長

期
建
設
戦

の
場
合
は
不
適
當

な
方

策

で
あ

る
。
何

故
か
と

い

へ
ば
、
(
一
)
國

民
財
産

の
元
本
消
費
は
…戦
費

を
將
來

の
人

々
の
員
憺

に
韓
嫁
す
る
。

そ

の
財
産

が
奢
修

も

的

の
も

の
で
あ

る
場
合
は

さ
て
お
き
、
そ
れ

が
國
民
維
濟
上

必
要
な
財
産

の
場
合

に
は
、
戦
争
中

に
消
費

し
た
部
分

は
將
來

に
お

い
て
再

び
生
産

し
な

け
れ

ば
な

ら
ぬ
か
ら
で
あ

る
。
例

へ
ば
消

費
さ
れ
た
貨
物

の
貯
藏
品

は
復
替

さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
生
産

設
備
、
交
通
機
關
、
佳
宅

そ
の
他

の
物
資

の
損
傷

は
、
再
調
達
乃
至
修
理

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

さ
う

で
な

け
れ

ば

一
國

の
維

濟
を
圓
滑

に
運
螢

す
る

こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
る
。

こ

の
意
味

で
國
民
財
産

を
職
費

に
充
當

す
る
政
策

は
、
職

費
を
將
來

の
人

々
の
員
憺

に
輻
嫁
す
る
も

の
と

解

す

べ

き

で

あ

る
。
(
二
)
財
産

元
本

の
消
費

は
維
濟
上

の
職
争
能
力

を
薄
弱
な

ら
し
め

る
。
例

へ
ば
職
時

に
食
糧

と
し

て
家

蓄
を
出
生
数
以
上

に
屠
殺
す
る

こ
と
は
、

一
時

は
食
糧
問
題

に
貢
献
す
る
が
、
將
來

に
悪
影
響

が
あ

る
。
.
生
産
設
備

や
天
然
資

源

の
過
大

の
動
員

は
將
來

の
生
産

力

に
影
響
す
る
。

'

短
期
職

の
場
合
、
ま

た
は
長
期
職

で
も
危
急
存
亡
の

と
き
は
、
か
か
る
政
策

を
と
る

の
も

巳
む
を
得

ぬ

の
で
あ
る
が
、
大
東

亜

職

争

の
如
く
長
期

に
わ
た

つ

て
経

濟
上

の
職

争
能
力

を
持
績
す

べ
き
泌

要
が
あ

る
場
合

に
は
、
こ

の
倣

策

を
中
心

と
し
て
は
な
ら

ぬ

の
で
あ

る
。
國

民
財
産

の
元
本
浩
費
な
、
最
後

の
手
段

と
し

て
保
留
す

べ
き

で
あ
る
。

こ
の
前

の
第

一
次
大
職

の
と
き

に
は
國

民
財
産

の
元
本
消
費
高

が
意

外

に
多
か

つ
た
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
後

に
蓮

べ
る
。



昏

四

以
上

の
詮
明

に
よ

つ
て
明
か

と
な

つ
た
や
う

に
、
職
事

の
資
源

と
し
て
、
外
國

の
資

源
、
國

民
財
産

の
二
者
が
、
無
條
件
的

に

は
是

認
し
得
な

い
も

の
と
す
る

と
き
、
職
争
資
源

の
中
橿

と
な
る

べ
き
も

の
は
、
年

々
の
國

民
所

得
、
國

民
経
濟

に
お
け
る
年

々

の
肚
會
生
産

物

で
な

け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
國
民
所
得
は
平
時

で
は

一
般

に
何

の
た
め

に
使
用

さ
れ
る
か

と
い
ふ
と
、
そ
れ

は
次

の
三

と
な

る
。
(
一
)
國
家
需

要
、
(
二
)
地
方

團
艘

の
需
要
、
(
三
)
國
民
需
要
ゆ
職
時

そ

の
他
國
家

非
常
時

で
は
、

こ
の
内

の
あ
る
部
分

を
犠

牲

に
し

て
、

こ
れ
を
戦
争
等

の
資
源

に
蒋

換
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

で
は
國

民
所
得

の
ど

の
部
分

を
ど
れ

だ
け
職
争
資

源

に
向

け
得

る

で
あ
ら
う
か
。
ま

た
國
民
所
得
を
職
孚
資
源

に
向
け
る

た
め

に
は
ど
う

い
ふ
方
策

を
と
る

べ
き
か
。

一
般
論

と
し

て
は
答

へ
は
至
極
簡
翠

で
あ
る
。
ま
つ

(
一
)
國
民
駈

得

の

う

ち

で
、
平
時

に
お
い
て
職
争

以
外

の
方
面

に
む
け
ら
れ

る
部
分

を
、

で
き

う
る
限
り
節
約

し

て
こ
れ

を
職
孚
目
的

に
む
け
る
。
(
二
)
生
産

力

の
擾
充
を
行

ぴ
國

民
所

得
そ

の
も

の
を
増
加

し
て
職

'孚
資
源

を
擾
張
す
る
。

一
般
論

と
し
て
は

こ
の
二
方
策
以
外

に
は
あ
り
得
な

い
の
で
あ
る
。

し
か

し

こ
れ

が
ど

の
程
度
ま

で
可
能

'

か

と

い
ふ
こ
と
は
、
容
易

に
決
定

し
得

る
も

の
で
は
な

い
。
次

に

こ
の
問
題

に
つ
い
て
吟

味
す
る
。

ー

ま
つ
國
民
所
得
高
そ

の
も

の
を
手
時

と
同

一
と
假

定
す
る
。
そ

し

て

そ

の

う
ち
ど
れ

だ
け
を
職
争
資

源
と
し

て
動
員

し
得
る

か

、
そ

の
限

度
を
國

民
所
得

の
三
使
途

の
各

に
つ
い
て
研
究

し
よ
う
。

(
一
)

國
家
需
要

國
家
需
要
乃
至
國
家
経
費

と

い
つ
て
も
、
平
時

で
は
國

防
軍
需

に
關

す
る
も

の
と
、

「
般
行
政

に
關

す
る

戦
孚
資
源
と
國
民
滑
費
生
活

(
井
藤
)

一
五
五



一
五

六

も

の
と
の
二
種

が
あ
る
。
職

時

で
は
國
防
軍

事
に
關

す
る
國
費

に
は
削
減

を
加

へ
得
な

い
。
削
減

す
る
と

せ
ば
、

そ
れ

は
國
防
以

外

の

一
般
行
政

に
關
す

る
経
費

で
あ
ら
う
。
國

防
軍
事

に
直
接

關
係

の
な

い

一
般
行

政
活
動

の
う
ち

に
は
職
時

に
節

約

し
得
る
部

分

は
、
た
し
か

に
あ
る
。

し
か

し
他
方

で
は
銃
後

の
施

設
な
ど

が
新

た
に
加

は
る
た
め
、
結

局
全
髄

と
し

て
考

へ
る
と
、

一
般
行

政
活
動

は
雫
時

に
比
し

て
か

へ
つ
て
増
大

す
る

の
が
普
通

で
あ

る
。
随

つ
て
國
家

の

一
般

の
需

要
、
即

ち
國
家

経
費

を
、
平
時

の

高

以
下

に
節
約

し
得

る
飴
地

は
極
め

て
少

い
の
で
あ
る
。

,

ノ

(
二
)

地
方
團
盟

の
需
要

こ
れ

に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

一
方

に
節
約

し
得

る
も

の
が
あ
る
と
同
時

に
、
他
方

で
は
戦
時

に
は
と
か
く
薪
需

要
が
増
加
歩
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
も
國
家

の
場
合

と
同
様

に
節
約

の
飴

地
に
少

い
。

(
三
)
、
個
人
需
要

國
家

及
び
地
方
團
禮

の
需
要

に
つ
い

て
節
約

の
饒

地
が
な

い
と
す
る
と
、
結
局
節
約
す

べ
き
も

の
は
個
人

需
要

の
み

と
な
る
。
職
時

に
お
い

て
、

一
般
國

民

の
私
生
活

に
つ
い
て
節
約

の
饒

地
が
果

し
て
あ

る
か
。

こ
れ
を
明
か

に
す
る

に

は
、
國

民
所
得

の
う
ち
個

人
需

要

に
向

け
ら
恵

る
も

の
を
、
(
イ
)
個
人

の
投
資

に
向
け
ら
れ

る
部
分
と
、
(
ロ
)
個
人
消
費

に
向
け

ら
れ

る
部
分

の
二
者

に
匿

別
し

て
考

へ
な

け
れ

ば
な

ら
ぬ
。
ま

つ
投
資

に
向
け
ら
れ
る
部
分

で
あ
る
が
、
投
資

と

い
つ
て
も
、

い

ろ

い
ろ

の
種
類

が
あ

る
が
、

こ

の
う
ち
抑
制
を
加

へ
得
る
も

の
は
、
奢
修

の
方

面
叉
は
職
争
途

行

に
關
係

の
少

い
方
面

へ
の
投
資

で
あ
る
。
か
か
る
投
資

の
制
限
叉
は
中

止

に
よ

つ
て
資

源

の
節

約
を
行

ふ

こ
と
が

で
き

る
が
、
し
か

し
他
方

で
は
職
宰

に
必
要

な

物
資

を
生
産

す
る
た

め
に
新

投
資

が
必
要
と
な

つ
て
く
る

の
で
、
こ
れ
等

を
顧
慮
す
る

と
、
國

民
所
得
中
個
人

の
投
資

に
つ
い

て

は
節
約

の
飴

地
は
少

い

の
で
あ
る
。
か
う

い
ふ
風

に
考

へ
て
く
る
と
、
國
民
所
得
中
節

約
が
問
題

と
な
る

の
は
結
局
個
人

の
浩
費



生
活
の
み
と
な
る
。
國
民
所
得
の
洛
種
の
使
途
の
う
ち
職
時
に
節
約
の
絵
地
が
最
大
の
部
分
は
個
人
の
消
費
生
活
に
向
ふ
も
0
で

な

あ

つ
て
、

こ
れ

が
を

つ
と
も
弾
力
性
乃
至

伸
縮

性
が
大

な
る
方

面

で
あ

る
。

し
か

し
個
人
浩
費

の
節
約

、
別

の
言
葉

で
い

へ
ば
個

人
生
活
水
準

の
低
下
は
、

こ
れ

を
無
限

に
進

め
る

こ
と
は

で
き

ぬ
。

極
端
な
場
合

に
は
國

民
罷
力

の
現
在
及
び
將
來

に
悪

影
響

を

及

ぼ
し
、
職
争

の
員
澹

を
、

こ
の
意

昧

で
將
來

に
韓
嫁

す
る
と
も

い

へ
る
。

い
ふ
ま

で
も
な

い
こ
と

で
あ
る
が
、

こ
れ

に
巻
限
度

が
あ
る
。

そ

の
最
低
限
度

と
し

て
は
、

一
般

國
民
、

こ
と

に
戦
時
軍
需
産
業

や
浩
費
財
生
産

に
從

事
す
る
も

の
の
消
費
生
活

の
最

小
限

は
こ
れ
を
保
誰

し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
職

闘
に
直
接
關
係

の
な

い
沿
費

と
い

へ
ど
も
國

民
生

活

の
最
小
限

は
こ
れ
を
保
誰
す

べ
き
で
あ
ρ

、
こ
の
生
産

業

に
制
限

を
加

へ
る

こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ

る
。

そ
れ

で
は
職
時

に
お

い
て
個
人
生

活
水
準

は
ど

の

程
度

ま

で
こ
れ
を
切

下
げ

る

こ
と
が
で
き

る
か
。

こ
れ

に

つ
い
て
に
後

に
述

べ
る
。

以
上

は
も

つ
ば
ら
國
民
所
得

の
高

に
攣

化
が
な

い
こ
と
を
前
提

と
し
た

の
で
あ
る
が
、
國
民
所
得

の
高

そ

の
も

の
は
絶

え
す
攣

化

す
る

の
で
あ
る
。

こ
と

に
職
時

で
は
國
内

の
経
濟

は
多
大

の
影
響
を
う
け
、
國
民
所
得

の
高
忙
増
減

が
お
こ
る

こ
と
が
多

い
。

、
例

へ
ば
勢

働
力

の
徴
用
、
封
鎖

、
生

産
設
備

の
破
壌

、
生
産

組
織

の
擬
齪
な

ど

が

あ

つ

て
、
國

民
所
得

は
減
少
す
る

こ
と
が
あ

る
。
ま

た
他
方

で
は
産
業
統
制

に
よ
る
生
産

諸
要
索

の
合

理
的
活
用
、
勢

働
時

間

の
延
長
、
婦
入
榮
働

そ

の
他
遊
休
生
産
力

の
利

用
、
敵

國
維
濟

の
征
服
利
用
な
ど
が
行

は
れ
、

こ
れ

に
よ

つ
て
國
民
所
得
は
か

へ
つ
て
増

犬
す
る
セ

と
も
あ
る
。
か
か

る
國
民
所

得
高

の
増
加
叉
は
減
少

は
職
費
員
澹
能
力

に
影
響
す

る
。

以
上

の
読
明

に
よ

つ
て
得
ら
れ

た
結
論

は
次

の
通
り

で
あ

る
。
職
費

と
い
ふ
非
常
臨
時

の
國
家

経
費

を
調
達
す
る
た
め

に
は
、

戦
争
資
汲
と
國
民
消
費
生
活

(
井
藤
)

。

〆

・

、

一
五
七

.



一
五
八

國
民
所
得
高

が
激
増

し
な

い
限
り
は
、
國

民

}
般

の
浩
費
生
活

の
節

約
、
個

人
生
活

水
準

の
低

下
が
不

可
避

で
あ
る
。

こ
れ

が
以

上

の
叙

述
か

ら
生
す

る
主
張

で
あ
る
。

そ
れ

で
は
生
活
水
準

の
低

下
は
、
ど

の
程
度

ま

で
可
能

で
あ

ら
う
か
。
第

一
次

世
界
大
戦

當
時

の
経
験

か
ら
制
断

す
る
と
、
個
人
溝
費
生
活

の
切
下

は
、
常
識

で
考

へ
る
程
度

以
上

に
可
能
な

の
で
あ
る
。
第

[
次

大
職

當

時

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

國

の
生
活
水
準
低
下

の
程

度

に

つ

い

て
,
次

に
ブ

ル
ク

ハ
イ

ザ
ー

の
前
掲
論
文
中

の
研
究

を
借
り

て
論

明
し

よ
う
o

五

、

一
當
時

ヨ
ー

ロ
ツ
パ
の
交
職
諸
國

民

の
個
人
生
活

の
低
下
は
次

の
二
め
事
情

に
よ

つ

て

行

は

れ

た
。
そ

の

(
一
)
直
接

の
原
因

は
、

い
ふ
ま

で
も
な

く
職
争

に
よ
る
物
資

の
消
耗

で
あ

る
が
、
(
二
)
間
接

の
原
因

と
し
て
は
、
職
孚

の
影
響

(
例

へ
ば
封
鎖
、
・
勢

力
不

足
、
経
濟
組
織

の
混
鼠

な

ど
)

に
よ

つ
て
國
民
所

得
高

が
減
少

し
た

こ
と

で
あ

る
。

つ
ぎ

に
数
字

に
よ

つ
て
論
明

す
る
。
ま

つ
國
民
所
得

の
減
少

で
あ

る
が
、
大

職
中
濁
英
爾
國

で
は
周

民
所
得
高

は
名
目
的

に
は
増
加

し
た
が
、
貨
幣

の
債
値

が
漸
吹

下
落

し
、

一
九

一
八
年

で
は
職
前

の
二
分

の

一
以

下

に
下
落

し
た

の
で
、
實

質
便
値
か
ら

い

へ
ば
、
國
民
所
得
高

は
途

年
減

少
し
た
。

一
九

一
八
年

に
な

る
と
職
前

に
比

べ
て
ド
イ

ツ
は
百
分

の
四
十
三
、
イ
ギ

司

ス
は
百
分

の
二
十

一
の
減
少

を
示
し

て
ゐ
る
。

こ
れ

を
表

で
示
す

と
次

の
通
り

と
な

る
。

第

一
次
大

職

の
猫
英

爾
國

の
國

民
所
得



ド

イ

ツ
(
一
九

一
三
年
の
庶
脚僧
…

値
。

軍
位
+
億
廓
)

・
イ
ぎ

ス
(
一
九

旧
三
年

の
碑
僧
夙

値
。

軍
位
百
萬
酵
)

・
イ
ず

ス
(
一
九

一
三
年

の
糎卿
僧
慨

値
。

翠
位
+
億
廊
)

五 九
〇 二
● 二=

0年

四 九

7四
玉 年

 

ニ
ニ
五
b

個
六

.
0

二
〇
九
七

四

二
・
八

一
九

一
五
年

ミ

三
・
五

一
二

一
五

四

三

・
二
.

一
九

一
六
年

一
九

一
七
年

一
九

一
八
年

三

こ
.
〇

三

一
.
0

二
八
・
五

.

一
九

五

八

四
〇
・
0

一
八
七

四

三
八
・
三

一
七
七

八

三

山ハ
●
三

ま
つ

ド
イ
ツ
に

つ
い
て
考

へ
る
。

ド
イ
ツ
が
職
費

と
し
て

一
九

一
四
年

よ
り

一
九

一
八
年

の
間

に
浩
費

し
た
高

は
學
者

に
よ

つ

て
計
算
は
異
な
る
。

ブ
ル
ク
パ
イ
ザ
ー
は

こ
れ

を
千

二
百
二
十
億
麻

と
推
定
す

る
。

こ
れ
を

一
九

=
二
年

の
購
買

力

に
換
算

す
る

と
七
百

二
十
億

麻
と
な
る
。
七
百

二
十
億
麻

の
う
ち
後

に
述

べ
る
や
う

に
、
三
百
億

麻

は
國
民
財
産

の
元
本
消
費

に
よ
り
、
百
億

}

麻

は
輸
入
超

過

(
外
國

の
資
源
)

に
よ

つ
て
支
辮

さ
れ

た
の
で
あ
る
か

ら
、
残
鹸

の
三
百
二
十
億
麻

が
國
民
所
得

に
よ

つ
て
支
誹

さ
れ

た
こ
と
に
な

る
。

一
九

一
四
年

よ
り

}
九

「
八
年

の
國
民
所
得
合
計

千
六
百
六
十
五
億
麻
よ
り

三
百
二
十
億
麻
を
控
除

す
る

と
千
三
百
四

十
五
億

と
な
り
、

一一
年
平
均

二
百

六
十
九
億
麻

、
大
約

二
百
七
十
億
麻

と
な

る
。

と

の
二
百

七
十
億
麻

で
ド
イ
ツ
國

民
が

一
年
間

の
生
活
を
逡

つ
た

こ
と

に
な

る
。

こ

の
二
百
七
十
億
麻

を
職
前

(
一
、九

=

二
年

)
め
國
民
所
得
五
百
億
麻

に
比
較
す

る
と
、
第

}
次
大
職

申
ド
イ
ッ
國

民
生
活
水
準
は
百
分

の
四
十
六
・
二
だ
け
低
下

し
た

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
國

民

一
人
當
平
均

は

こ
れ

よ
り

は
良
好
な
計
算

と
な
る
。
何
故
か

と

い
ふ
と
、
當
時

の
動
員
兵
歎
は

一
年

平
均
七
百
七
十
萬
人

で
あ
り
、

こ

の
生
活

費

は
職
費

に
よ
り
支
辮

さ
れ

た
か
ら

で
あ
る
。
総
人

に
よ
り
、

こ
れ

を
控
除
し

て
國
民

一
人
當
李
均
を
計
算

す
る
と
、
だ
い
た
い

戦
孚
資
源
と
國
民
滑
費
生
活

(
井
藤
)

・

一
五
九
、



一
六

〇

百
分

の
三
十
九

・八

の
低
下
と
な
る
。

こ
れ
を
表

で
示
す

と
次

の
通
り

で
あ
る
。

、

第

一
次
世
界
大
職
當
時

ド

イ
ツ
國

民
生

活
水
準

の
低
下

(
一
九

一
三
年
の
購
買
力
に
よ
る
)

國

民

所

得

総

高

國

民

所

得

一
入

當

戦
費
申
國
民
所
得
に
よ

り
支
辮
さ
れ
し
高

國

民

所

得

稜

絵
縄
高

國
民
所
得
残
高

一
入
當

(離

麻
)

(軍
位麻

)

(軍
位
+
億
麻
)

(軍
位
+
億
麻
)

(軍
位麻

)

一
九

一
三
年

五
〇

七
四
四1

五
〇

七
四
四

詳

一
九

一
四
乃
至

一
八
年

縫

計

一
六
六
.
五1

三
二

一
三
四
。
五1

一
年
平
均

三
三
・
三

四
九

二

六
四

二
六
・
九

四
四

八

罫
塾

嘩
砕
獣
(%
)

三

三
・
四
%

三

三
・
九
%

1

四
六

・
二
%

三
九
・
八
%

こ
の
計
算

で
は
、
職
事
以
外

の

一
般
國
家

経
費

及
び
個
人
投
資

の
側

に
攣

化
が
な

か

つ
た
も

の
と
假

定

し

て
ゐ
る
。
し
か

七
こ

の
方

面
は
職
事
申
は
質

に
お
い
て
か
な
ψ

の
攣
化

が
あ

つ
た
も

の
と
考

へ
潅
け
れ
ば
な

ら
ぬ
が
、
し
か

し
.量

に
お
い

て
は
大
差

が

な
か

つ
た
も

の
と
看
徹

し

て
、
便
宜

上

こ
れ
、を
無

覗
し
た

の
で
あ

る
。

な

ほ
こ

の
計
算

で
は
第

一
次
大
職

中

の
干
均

を
と
り

た

の
で
あ

る
が
、
事
實

は
ど
う
か

と

い
ム
と
、
職
争

が
進
む

に

つ
れ

て
國

民
生
活
水
準
悪
化

の
程
度

は
漸

次
甚

だ
し
く
な

つ
て
き
た
。
次

に
最
悪

の
年

の
歌
態

を
計

算
し

て
み
る
。
職
費

の
高

が
最

大

の
年

O

＼＼

誹



を
最
悪

の
年

と
看
徹

す
る
と
、
ド

イ
ツ
で
は

「
九

噌
七
年

が
最
悪

の
年

と
な

る

(
「
九

国
八
年

の
職
費

が
專
實
上

は
最

大
と
考

へ

ら
れ
る
が
、
同
年
革
命

の
た
め
経
費

の
編
域
替
が

あ

つ
た

の
で
、
同
年

の
職
費

は
金
額
か

ら

い
つ
て
減

少
し

て
ゐ
る
)
。

同
年

の

職
費

は
三
百
七
十
五
億
麻
、

一
九

=
二
の
償
値

に
換

算
す
る
と
二
百
十
億
麻

、
同
年

の
國
民
所
得

の
職
前
慣
値

は
三
百
十
億
麻

で

あ
る
。
職
費

二
百
十
億
麻

の
全
部

を
國
民
所
得

に
よ
り
ま

か
な
は
れ
た
も

の
と
假

定

す

る

と
、
國
民
所

得
淺
額
は
百
億
麻

と
な

り
、
職

前

の
五
百
億
麻

に
比
較
す

る
と
百
分

の
八
十

の
生
活
切

下
げ
と
な
る
。

し
か

し
職
費
す

べ
で
を
國
民
所
得

で
ま
か
な

ふ
こ

と
は
あ
り
得
な

い
。
職
費

二
百
十
億
麻

の
う
ち
假

に
牛
分

弱
、
百
億
麻

が
内
國
財
産

の
元
本
消
費
と
輸
入
超

過
に
よ

つ
て
支
辮

さ

れ
、
牛

分
強

の
百
十
億
麻

が
國
民
所
得

に
よ

つ
て
支
欝

さ
れ

た
も

の
と
推

定
す
る
と
、

一
九

一
七
年

の
國

民
所
得

の
残
飴

は
二
百

億
麻

と
な
り
、

}
九

一
三
年

の
五
百
億
麻

に
野

し
て
百
分

の
六
十

の
減
少
、

六
割

の
生
活
低
下
と
な
る
。
し

か
し
同
年

の
動
員

兵

歎

七
百
九

十
萬
人
を
控
除

し

て
國
民

一
人
當

を
計
算

す
る

と
、
職
前

に
比
し

て
百
分

の
五
十

五

の
生
活
低
下

と
な

る

の
で
あ
る
。

こ
れ

は
第

一
次
大
職
當
時

の
最

も
極
端

な
場
合

で
あ
る
α
次

に
こ
れ

を
表

示
す
る
。

・

・、、

一
九

一
七
年
當
時

ド

イ
ツ
國

晟
生

活
水
準

の
低
下

一
九

】
三
年

國

民

所

得

総

高

(
軍
位
+
億
麻
)

五
・

國

民

所

得

天

當

(
軍
位
,
麻

)

七
四
四

　

戦
争
資
源
と
國
民
滑
費
生
活

(
井
藤
)

、 (
一
九

一
三
年

ノ
購
買
力

に
よ
る
)

一
九

一
七
年

三

哺

四
五
九

艶
塾

蟹
聯
郵
(%
)

三
八
・
0
%

三
八
・
三
%

工
念

}



戦
費
中
國
民
所
得
に
よ

、
り
支
辮
さ
れ
し
高

國

民
門所

得

残

絵

総
高

國
民
所
得
残
高

一
入
當

(麗
位
+
億
麻
)

(皐
位
+
億
麻
)

(軍
位麻

)

五
〇

七
四
四

一

一

二
〇

三
三
五

一
六

二
1

六
〇
%

五
五
%

イ
ギ
リ

ス
の
場
合

は
、
我

々
の
常
識

で
も
考

へ
ら
れ
る
や
う
に
、
ド

イ
ツ
よ
り
は
す

つ
と
良

好

で

あ

つ
た
。
第

噌
次
大
戦
當

へ

時

、
イ
ギ

リ

ス
に
と

つ
て
最
悪

の
年

は
、
』

九

一
七
年

で
は
な
く
、

一
九

=
ハ
年

で
あ
ら
う
。

一
九

回
七
年

に
な
る
と

ア
メ
リ

カ

が
参
職

し
、
武
力
的

に
も
財
政

的

に
も
援
助
を

し

て
き

た

の
で
形
勢
は
好
鱒

し

て
ゐ
る
。

一
九

一
六
年

に
つ
い
て
ド

イ
ッ

の
場
合

と
同
じ
計
算

を
す
る
と
、
次
表

の
や
う

に
、
同
年

の
イ
ギ
リ

ス
國
昆

の
生
活
水
準

は

一
九

=
二
年

κ
く
ら

べ
て

百
分

の
三
十

五
.

二

の
低
下
、
動
員
兵

三
百
萬
人
を
控
除
し
た
國
民

一
人
當
計
算

で
は

百
分

の
二
十
七
・
四

の
低
下
と
な
り
、

ド
イ
ツ

の
場
合

よ
り

も
良
好

で
あ

つ
た
。

そ

ρ
上
に
元
來

イ
ギ

リ

ス
人

の
生
活
程
度
は

ド
ィ
ジ
人

よ
り
も
高

か

つ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
低

下
率

が

ド
イ

ッ
と
同
率

に
な

つ
て
も
、
そ

の
生

活
内
容
自
盟

は
ド
イ

ツ
よ
り
は
浪
好

と
な
る
わ
け

で
あ
る
。

、

第

一
次
大
職
當

時
イ
ギ

リ

ス
國
民
生
活
水
準

の
低

下

(
一
九

一
三
年
の
購
買
力
に
よ
る
)

轟

一
九
三

年

.

一
九
冥

年

敬

奮

聯
獣
(%
)

國

民

所

得

認

高

禽

夢

)

三

蓋

・

・

一
九
五
八

三

%

、

1



國

民

所

得

一
入

當

戦
費
中
國
民
所
得
に
よ

玖
支
辮

さ
れ
し
高

國
民

所

得

残

絵

総

高

國
民
所
得
残
高

一
入
當

同

上

(認

)

(
軍
位
百
萬
膀
)

(
輩
位
百
萬
酵
)

(
軍
位

)

(
軍
位

・
)

四
九

・
三ー

一
=

一
五
〇

四

九

・
三

'

一
〇
〇

八

、
四

四
・
入

五
〇
〇

一
四
五

八

三

五
・
入
(
註
)

七

三

二

(
註
)

九
・
二
%

1

三
五
・
二
%

二
七

・
四
%

二
七

・四
%

、

(
註
)

纏
入
口
よ
り
動
員
兵
鍛

三
百
萬
入
を
控
除
し
て
計
算
す
。

凸'、

/

第

一
次
大
職
當
時
、
殊

に

一
九

一
七
年
、

一
八
年
頃

の
ド

イ
ツ
の
生
活
水
準
低

下
、
即
ち
戦
前

に
比

し

て
百
分

の
五
十
五
低
下
と

い
ふ

こ
と
は
か
な
り
極
端
な
も

の
で
あ
る
。
他

の
國

で
も
、
ま
だ
同
じ

ド
イ
ッ
で
も
他

の
時
代

に
、

こ
れ

と
同
じ
程
度

の
消
費
生

活

切
下
げ

が
可
能

で
あ

る
か

否
か

は
疑
問

で
あ
る
。
何
故
か

と
い
ふ
と
、

こ

の
可
能
性
を
測
定
す
る

に
は
」
戦
前

と
職
時

に
お
け

る
國
民
生
活
資
金

の

輔
人
當

平
均
高

の
攣

化
を
示
す
比
較

だ
け

で
は
不
十
分

で
あ

つ
て
、

こ
の
ほ
か

に
次

の
諸
黙

を
も
、
あ

は
せ

考
慮

す
べ
き

で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

一

(
輔
)

職

前
に
お
け
る

そ

の
國

の
生
活
程
度

例

へ
ば
職

前
そ

の
國

民
が
飴

裕
あ

る
生
活

を
し
て
ゐ
た

の
か
、

そ
れ

と
も

ア

フ

職
門争
聡且
源
と
國
民
沿
…曲貿
山土
活

(
井
藤
)

一
山ハ
三

9



ー

一
六

四

-
リ
カ
熱

帯

地
方

の
原
始
民
族

の
や
う

に
、
戦
前
す

で
に
最
低
限

に
近

い
生

活
を
し

て
ゐ
た

の
か
、
別

の
言
葉

で
い
ふ
と
、
國

民
所

得

の
絶
封
高

の
大
小
ゆ
國

民
所
得

の
大
な

る
國

で
は
高
率

の
切
下
げ
を
行

ふ
こ
と
は
容
易

で
あ
る
。

(
二
)

國
民
所
得

の
構
成

例

へ
ば
全
國
民
間

に
所
得

が
亭
等

に
近
く
分
散

し
て
ゐ
る

の
か
、
そ
れ

と
も
少
数
者

の
手

に
偏
在

し

て
ゐ
る

の
か
。
生
活
低
下
率

の
平
均

が
同

一
で
あ

つ
て
も
、
國
民
所
得
が
偏
在
し

て
ゐ
る
場
合

に
は
、
然
ら
ざ
る
場
合

に
比
し

へ

て
生

活
水
準

の
切
下
げ

は
困
難

で
あ

る
。

.

(
三
)

職
費
員
捲
配
分
方
法

例

へ
ば
戦
費

を
主
と
し

て
租
税

に
よ
り
ま
か
な

ふ
か
、
公
債

に
ょ
る
か
、
通
貨
造
出
イ

ン
フ
レ

ー

シ

ヨ
ン
に
よ
る
か
。
國

民
所
得

が
少
歎

の
手

に
偏
在

し
て
ゐ
る
場
合

で
も
、
戦
費

を
租
税

に
よ

つ
て
合

理
的

に
饒
裕
あ

る
者

に

員
憺

せ
し
め
る
場
合

に
は
、
國
民
生
活

水
準

の
低

下
程
度

に
關
す
る
亭
均
率
は
大

で
あ

つ
て
も
、
國
民
全
艦

の
事
實

上

の
生

活
水

準

は
さ
ほ
ど
悪
化
し
な

い
こ
と
と
な
る
o

(
四
)

國
家
経
費

の
使
途

國
家
経
費

の
使
途

が
國
民
生
活

の
向
上

に
關

す
る
も

の
が
多

い
場
合

は
、

一
般
國
民

の
生

活
水
準

/
の
低
下
率

を
示
す
歎
字

が
大

で
あ

つ
て
も
、
事
實
上

の
生
活
は
比

較
的
良
好
な
歌
態

に
止
ま
る

こ
と
が

で
き

る
。

(
五
)

其

の
他
、
職
璽

期
間

の
長
短
、
職
局
推

移

に
關

す
る
將
來

の
見
透
し
、
國

民

の
困
苦
訣
乏

に
耐

へ
る
力

の
強
弱
等

の
事

　

お

情

も
、
生

活
水
準
低
下

の
可
能
性

に
影
響

す
る
も

の
で
あ
る
。

.

'

夢

第

一
次
大
職
當
時

の
ド
イ
ツ
國

民
生
活
水
準
は
、
職
前

に
比
し
百
分

の
五
十
五

の
低
下
と

い
ふ
か
な
り
極
端
な
も

の
で
あ

つ
た

こ
と
は
事
實

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
當
時

の
ド
イ

ッ
國
情

か
ら
判
断

す
る
と
、

こ
れ

が
當

時
ド
イ
ッ
と
し
て
は
不
可
避

の
も

の



で
あ

つ
た
か
ど
う
か

は
疑
問

で
あ
る
。
次

の
事
實

を
考
慮

す
る
と
、
當
時
ド

イ
ッ
の
場
合

で
も

さ
ら

に
情
勢

を
好
輻

ぜ
し

め
得
る

見

込
が
あ

つ
た

の
で
あ
る
。

(
ゐ
)

ド

イ
ヅ

で
國
民
所
得

の
低
下
率

が
大

で
あ

つ
た

の
は
、
職

費

の
高
が
大

で
あ

つ
た

こ
と

に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
他

の

一

の
事
由
は
、
職
争
申

に
國
民
所
得
高

自
腿

が
減

少

し
た

こ
と

に
あ
る
ゐ

随

つ
て
若

し
當
時

の
ド
イ

ツ
が
國
民
所
得
高

を

一
九

=
二

年

程
度

に
持
績

し
得

た
と
す
る
な

ら
ば
、

一
九

一
七
年

の
國
民

一
人
當

の
生
活
水
準
低
下
牽
は
百
分

の
五
十
五
よ
り

百
分

の
十
二

に
好
轄

し
た
筈

で
あ

る
。

逆
に

い
ふ
と
、

一
九

=
二
年
程
度

の
國

民
所
得
高

が
あ
り
、

し
か
も

一
九

一
七
年
程
度

の
生
活

切
下
、

即

ち
百
分

の
五
十
五

の
切
下
げ

を
行

ふ
と
き
は
、
當

時
國
民
所
得

に
よ
抄
員
澹

し
得
る
職

費
は
百
十
億
麻

で
は
な
く
、
三
百
億
麻

と
な
り

、
國
民
所
得

に
よ
る
職
費
員
捲
能
力

は
約

三
倍

近
く

に
増
大

し
た

こ
と
に
な

る
。

(
二

)

職

費
分
捲
方

法
と
し

て
は
第

一
次
大
戦
當
時
は
、
ド
イ

ッ
に
限
ら
す
各
國

で
は
租
税
政
策

に
よ
る

こ
と
少
く
、
公
債
政

策
乃
至

イ

ン
フ
レ
ー

シ

ヨ
ン
政
策

を
と

つ
た

の
で
あ

る
。
故

に
生
活
切
下
、
即
ち
國
民
消
費
節
約

は
物
便
縢
貴

と

い
ふ
形
態

で
行

は
れ
た
。

か
か
る
無
統
制
な
方
法

で
職
費

を
國

民
間

に
分
澹

せ
し
め

る
と
な

る
と
、
物
債
騰
貴

に
よ

つ
て
小
所
得
者

の
生
活

が

}

度

最

低
限
度

に
達

す
る
と
、
そ
れ
以
外

の
人
民

に
経
濟
的
飴
裕

が
あ

つ
て
も
、

そ
れ

以
上

に
、

こ

の
政
策
を
績
行

夕
る

こ
と
は
困

難

と
な

る
。
故

に
こ

の
瓢
を
改

め
、
若
し
租
税
そ

の
他

に
よ

つ
て
浩
費
規

正
を
合
理
的

に
行

へ
ば
、

、
更

に
多
く
購
買
力

を
職
費

財

源

と
し

て
…徴
牧
し
得

た
筈

で
あ
る
。

-

-

.

5
、

こ
れ
等

の
事
實

を
考

へ
る
と
・、
個
人
浩
費

の
節
約

、
國

民
生
活
切
下
げ

に
よ

る
職

費
調
達

は
、
次

の
二
鮎
に

よ
く
注
意
す
れ
ば

職
唄孚
資
源
…と
國
H氏
沿
岩
貿
生
活

(
井
藤
)

一
六
五



、

一
六

六

常

識

で
考

へ
る
以
上

の
役
割

を
演
す

る
こ
と
が
で
き

る

の
で
あ

る
。
(
一
)
國
民
所
得
高

の
減

少
を
防
ぐ

こ
と
、

で
き
れ
ば
生
産

力

を
損
充
し

て
そ

の
増
加

を
は
か

る

こ
と
。
(
二
)
戦
費
を
控
除

し
た
残
飴

の
所
得

の
國
民
聞

へ
の
配
分

を
適

正
に
す
る

こ
と
。

こ
の

へ

目
的
を
達
成
す
る
た
め
忙

は
、
職
費
調
達
方
法

と
し
て
、
な

る
ぺ
く
租
税
政
策

1

こ
と
に
杜
會
政
策
的

租
税
政
策
1

を
と
る

こ

と

。

七

も

メ

大
東

亜
職
争
下

の
我

が
日
本

の
現
歌

は
如
何

で
あ
ら
う
か
。
第

一
次
大
職

當
時

の
猫
英
爾
國

の
状
態

と
比
較

す
る
と
ど
う
な

る

か
。
次

に
こ
れ

に

つ
い
て
計

算
し
よ
う
。

昭
和
十
七
年
度

に

つ
い
て
は
、
前
掲

「
日
本
諸
學
」
第

二
號
所
載
拙
稿

で
計
算

し
た
。

こ
こ
で
は
十
八
年
度

に
つ
い
て
、
同
じ
計

算
を
し

て
み
よ
う
。

こ
の
計
算

で
は
次

の
假
定

を
設
け

る
。
(
一
)
物
債

を
職

前

の
二
倍

と
す
る

(
昭
和
十

二
年

六
月
を

一
〇
〇

と
す
る
と
、
十
八
年

八
月

の
日
銀
調
東
京

小
費
物
債
指
歎

は

=
ハ
八
・
一
、
東

京
市
調

生
活

用
品
小
費
債
格

指
数

は
二
二
九

・
一
で
あ

る
)
◎
(
二
)
職
前

即

ち
昭

和
十

一
年

の
國

民
所
得
を
百
五
十
億

圓
、
十
八
年

の
國

民
所
得
を
五
百
億
圓
と
す
る
。

十
八
年

の
國
民
所
得
を
職
前
便
値

に
換
算
す
る
と
二
百
五
十
億
圓

と
な
る
。
(
三
)
十
八
年

の
職
費

を
第

八
十

一
議
會
通
過

の
臨
時
軍
事
費
特
別
會
計
追
加
豫
算
高

、

二
百
七
十
億

圓
と
假

定
す
る

。

こ
れ

を
験

前
債
値

に
換
算
す
る
と
百
三
十
五
億
圓

と
な

る
。
(
四
)
一
年
職
費

二
百
七
十
億
圓

(
職

前
債
値
百

三
十

五
億

圓
)
総
額
を
す

べ

て
我
が
國
民
所
得

の
み

で
支
辮

す
る
と
假
定
す

る
。
(
五
)
人

ロ
に
攣
化

が
な

い
も

の
と
假



定

す
る
。
ま

た
動
員
兵
歎
不
明

の
た
め
、

こ
れ

を
控
除

す
る
方

法
を
と
ら
な

い
で
、

こ
の
部
分

の
生
活
費

は

一
般
國
民
生
活
資
金

で
ま

か
な

ふ
も

の
と
す
る
o
、

以
上

の
如
き
假
定

を
設

け

て
、
十
八
年

に
お
け
る
國

民
生
活

水
準

の
低
下
を
計
算
す

る
。

こ
の
場
合

に
、
(
甲
)
前
述

の
第

一
次

大
職
當
時

の
猫
英

に
つ
い
て

ブ

ル

ク

ハ
イ

ザ

ー
が
行

つ
た
方
法
を
と
る
場
合

と
、
(
乙
)
國
家

資
金
計
聲

に
よ
る
歎

字
を
用

ひ
る

場
合

と

に
よ

つ
て
解
答
は
異
な
る
。

ま
つ

(
甲
)

の
方
法

を
と
り

、
十

八
年

の
國
民
所
得
二
百
五
十
億
園

よ
ゆ
職
費

百
三
十
五
億

圓

を
控

除
し
た
淺
絵

た
る
百
十
五
億
園
を
十
八
年

に
お
け
る

「
般
國

民
生
活
資
金

と
看
徹

し
、

こ
れ
を
職

前

の
國

民
所
得
百
五
十

億

圓

に
比
較

す
る
と
、
三
十
五
億
園

の
減
少

と
な

る
。
三
十

五
億
圓

の
百

五
十
億
圓

に
封

す
る
比
率
を
求
め
る
と
百
分

の
二
十
三

と
な
る
。

昭
和
十
八
年

の
我
が
國
民
生

活
水
準

底
事
攣
前

に
封

し

て
百
分

の
二
十

三
の
低
下

で
あ
る
。

こ
れ

を

輔
九

}
七
年

の
ド

}

.イ

ッ
の
百
分

の
六
十

(
職
費
金
部

を
國
民
所
得

で
ま
か

な
ふ
と
假

定
す
る
と
百
分

の
八
十
)
、

一
九

一
六
年

の
イ
ギ
リ

ス
の
百
分

ノ

の

三
十

五
・
二

(
爾
者

と
も

に
動
員
兵
敏

の
分
を
控
除
せ
ざ
る
計

算
)
と

い
ふ
低
下
牽

に
比
較

す
る
と
、
我

が
國

の
低
下
率

は
極

め

て
小
な

の
で
あ
る
。

さ
ら

に
次

の
事
實
を
考
慮
す

る
と
き
、

こ
の
比
率

は
さ
ら
に
低
減

す
る
。
(
一
)
一
年

の
職
費

二
百
七
十
億

園

は
純
輝

の
職
費

の
ほ
か

に
、
南
方
開

稜
金
庫

を
通
じ

て
南
方
経
濟
を
開

蟄
す
る
た
め

の
資
金

、
非
軍
需
物
資

の
取

得
資
金

を
も

含
む

た
め
、

こ
の
部

分
を
控
除

せ
ば
職

費

の
額
は
更

に
減

少
し
、

一
般
國
民
生
活
資
金
は
そ
れ
だ
け
増
加

す
る
。
(
二
)
二
百
七
十

億

圓

の
金
額
を
國
民
所
得

②
み
で
支
辮

す
る

毫
い
ふ
假

定
を

す
て
、
そ

の

一
部

を
國
民
財
産

叉

は
南
方
そ

の
他

の
資

源

で
支

辮
す

る

と

せ
ば
、

}
般

國
民
生

活
資
金
は
前
掲

の
計
、算

の
場
合
よ
り
も

こ
の
額

だ
け
増
大
す

る
。
國
民
財
産

の
元
本

浩
費

は
推
算
不
可

餓
円争
資
源
と
國
民
浩
…碧
ハ生
活

(
井
藤
)

一
山ハ
・七



/

一
六

八

能

で
あ

る
が
、
南

方
等

で
調
達

す

る
分

は
二
百
七
十
億
圓
中
、
一ご
十
三
億

圓
と

い
ふ
こ
と
が
公
示
さ
れ

て
ゐ
る
。

こ
れ
を
控
除
し

職
費

二
百
三
十
七
億

圓
と
し

て
計
算

す
る
と
、
百
分

の
十

二
の
低

下
と
な

る
。

ノ

要
す
る
に

(
甲
)

の
計
算

方
法
を
と

る
と
、
昭
和
十
八
年

に
お
け

る
我
が
日
本
國

民

の
生

活
水
準

は
支
那
事
攣

以
前

の
そ
れ

に

比

し
て
わ
つ
か

に
百
分

の
十
二
以

下

の
低
減
を

示
す
に
過
ぎ
な

い
。
と
れ
を
第

一
次
大
職
中

の
ド
イ

ツ
の
百
分

の
六
十

(
叉
は
百
「

分

の
八
十
)
低
下
、

イ
ギ
リ

ス
の
百
分

の

三
十
五
・
二

低

下
に
比
し

て
、
か

な
り

の
饒
裕

が
あ
る

こ
と
と
な

る

の
で
あ

る
。
何
故

に
我

が
國

で
は
低

下

の
割
合

が
小

で
あ

る
か
と

い
ふ
と
、
我
が
國

で
は
第

一
次
大
職
當
時

の
猫
英

と
異
な
ρ
、
事
攣
襲
生
後

生
産

籏
充
が
行
は
れ

、
國

民
所
得
自
膿

が
増
大

し
た
か
ら

で
あ
る
。

つ
ぎ

に

(
乙
)
の
計

算
方
法
、
即
ち
國
家
資
金
計
書

の
数
字

を
基
礎

と
す
る
方
法

を
と

つ
て
計
算

し
て
み
よ
う
。
昭
和
十
八
年
度

'

の
國
家
資
金
計
書

と
し

て
政
府
6

獲
表

す
る
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、
國

民
所
得

五
百
億
圓

の
う
ち
、
財
政
資

金
が
三
百
十
億
圓

(
こ

の
う
ち
公
債

一・
一百

十
億
圓
、
租
税
百
億

圓
)
、
産
業
資

金
叉
は
生
産
接
充
資
金
六
十
億

圓
、
國

民
消
費
資

金
百
三
十
億
圓

で
あ

る
。

!

こ
れ

羅
封
し

て
昭
和
十

一
年

の
財

政
資

金
は

二
十
八
億

圓

(
公
債
十
億

圓
、
租
税
十

八
億
圓
)
、

産
業
資
金

(
株
式

又
は
肚
債

の

募
集

、
銀
行
貸
出

等

に
よ
る
新

投
資

高
)
十
五
億
圓

で
あ

る
。
國
民
所
得
を
百
五
十
億

圓
と
す
る
と
、
残
飴
百
〇
七
億

圓

が
國
民

消
費
資
金

と
な

る
。
十

八
年
度

の
國
民
消
費
資
金

百
三
十
億
圓
を
職

前
債

値

に
換
算

す
る
と
六
十
五
億

圓
と
な
る
。

こ
れ

を
十

一

年

の
國
民
消
費
資
金

百
〇
七
億

圓

に
!
、ら
べ
る
と
四
十
二
億
圓

の
減
少

と
な
り
、
四

十
二
億
園

の
百
〇

七
億

圓
に
封

す
る
割
合
を

ぎ

げ

求

め
る
と
百
分

の
三
、十
九

と
な

る
。
、國

家
資
金
計
叢

に
よ

つ
て
事
攣

前

に
封
す

る
現
在

の
國

民
生
活
水
準

の
低

下
を
計

算
す
る

と



百
分

の
三
十
九

の
低
下
と
な

る

の
で
あ
る
。
さ
き

に
揚
げ

た

(
甲
)

の
計

算

に
比

し
て
低

下
率

が
増
大
す

る
の
は
、
(
甲
)
の
計
算

で
は
生
産
擾

充
資
金
が

一
般
國
民
生

活
資
金

の
う

ち
に
加

へ
ら
れ

て
ゐ
る
た
め

で
あ

る
。

-

ー

こ

の
計
算

で
は
次

の
二
黙

に
つ
き
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。
(
一
)

さ
き

の

(
甲
)
の
場

合
と
同
じ

や
う

に
、
我
が
國

民
財
産

の
元

ヂ

本
消
費

が
全

く
な

い
も

の
と
假

定
し

て
ゐ
る
軌
事
實

は
元
本
浩
費

が
あ
る
程
度

ま

で
は
行
は
れ

て
ゐ
る
も

の
と
考

ふ
べ
き

で
あ
る

か
ら
、
そ
れ

だ
匠
國
民
浩
費
資
金

へ
ま
は
る
分

が
塘
す
わ
け
で
あ

る
。
ま

た

(
二
)
浩
費

税
と
し

て
國

民

の
支
出

す
る
分

三
十
六

億
圓
絵

は
租
税
、
即
ち
財
政
資

金

の
う
ち

に
は
ぴ
り
、
百

三
十
億
圓

の
國
民
溝
費
資

金

の
う
ち

に
加
算

さ
れ

て
ゐ
な

い
。
随

つ
て

現
實

に
生
活
費

と
t

て
我

々
が
支
出
す
る
分

は
爾
者

の
合
計

六
十

五
億

圓
及
び
國
民
財
産

元
本
消
費
高

の
合
計

で
あ

る
。

要

す
る
に
我

々
の
沿
費

生
活

の
低
下
率

は
財
産
元
本
消
費
高

だ
け
、

こ
の
計
算

よ
り
も
少

く
て
す
ん
で
ゐ
る
わ
け

で
あ
る
。

つ
ぎ

に
こ
の
計
算

に
樹

し
て
次

の
や
う
な
批
評

が
あ

る
。

こ
れ
は
資
金

の
側

の
み
を
み

て
、
物

の
側
を
無
覗

す
る
。
購
買
力
を

事
攣
前

の
債
格

に
換

算
し

て
も
、
現
在

の
資
金

に
よ
る
生
活
は
、
物
資
豊
富

に
し

て
、
ま
だ
沿
費

自
由

で
あ

つ
た
事
攣
前

の
同
額

資

金

に
よ

る
生
活

に
比
し

て
内
容

は
悪
く

な

つ
て
ゐ
る
。

こ
の
計
算

で
は
こ

の
事
實

を
無
覗

す
る
と
。

こ

の
批
判
は
た
し
か

に
正

し

い
。

し
か

し
外
國

の
場
合

の
低
下
率

の
計
算

で
も
同
じ
く
物

の
側
は
無
頑

し
、
資

金

の
側

の
み

忙
よ

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
雨

者
比
較
を
す
る

と
き
、
爾
者

と
も

に
資
金

の
側

の
み

に

つ
き
行
ふ

こ
と
は
不
當

で
は
な

い
の
で
あ
る
。

八

載
争
資
源
と
國
民
滑
費
生
活

(
井
藤
)

一
六

九



一
七
〇

つ
ぎ

に
現
在
外
國

の
國

民
消
費
生

活

の
切
下

は
ど
う
か
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、
目
下

の
と

こ
ろ
確
實
な
藪
字

の
入
手
は
困
難

で

㌔

あ
る
。

し
か

し
米
英

雨
國

に
つ
い

て
、
い
ま
手
許

に
あ
る
資
料

に
よ

つ
て
、
生
活
切
下
率

を
計

算
し

て
み

よ
う
。

ア

メ
リ
カ
に

つ
い

て
は
、
昭
和
十
七
年

十
二
月
嚢
行
横
濱

正
金
銀
行

調
査
部
調
査
報
告
第

百
三
十

五
號

「
職
時
下
米

國

の
國
債

と

消
化
問
題
」

に
盤
瀬
太
郎
氏
が
貴

重
な
敏
字

を
揚

げ

て
ゐ
る
。

こ
れ

を
借
ρ

て
計
算

し
よ
う
。

ア

メ
リ
カ
國

民
所
得
と
其

の
配
分

(
軍
位
億
圓
)

國

民

縫

所

得

財

政

資

金

内

謬

國

税

國

陣

債

噛
地
方
税
及
び
地
方
債

産

業

資

金

國

民

消

費

資
金

備
考

一
九
四
〇
年

'七

七

二

一
四
〇

五
九

一一二
五
〇

二
〇

六

=

一

一
九
四

一
年

'

九
四
五

二
六
七

八
八

=

一
九

五
〇

三
〇

六
四
入

」

一
九

四

二
年

一
、
一
七

〇

六
五
〇

一
九
五

ぜ
四
〇
五

五
〇

三
〇

四
九
〇

一
九

四
三
年

一
、
三
〇
〇

〆

八
三
〇

三
二
〇

四
六
〇

五
〇

三
〇

四
四
〇

暦
年
に
よ
る
産
業
資
金
は
株
式
肚
債
の
新
爽
行
高
で
あ
る
o

ナ

メ
リ

カ
が
参
職
し
た

の
は

一
九
四

一
年
十

二
月

で
あ
る
か
ら
、

一
九
四
〇
年

を
亭
年
度

と
看
徹

し
、

こ
の
年
度

と

一
九
四

二

年

及
び
四

三
年

の
國
民
浩
費
資
金

を
比
較

し

て
み
よ
う
。
艸労
働
統
計
局
卸
費
物

債
指
数

を
み
る
と
、

一
九

二
六
年

咽
O
O

に
封

し



〆

て
、

一
九
四
〇
年

六
月
七
七

・
五
、

一
九

四

一
年

六
月
八

七
傷
一
、

剛
九
四

二
年

六
月
九

八
・
四

で
あ
る
。

ま
た

剛
九
四

三
年

六
月

は

一
〇

三
と
推
定

さ
れ

る
。

一
九

四
〇
年

六
月

を

一
〇
〇

と
す
る
と
、

一
九

四

二
年

=

一六
、

一
九
四

三
年

一
三
三
と
な
る
。

こ

れ

に
よ
り
國

民
消
費
資
金
を

一
九
四
〇
年

の
債
値

に
換
算
す
る
と
、

一
九
四

二
年

は
三
百
八
十
九
億

弗
、

一
九
四
三
年

は
三
百
三

十
億
弗

と
な
り

、

一
九
四
〇
年

に
封

す
る
國
民
消
費
生
活

の
切
下
は
、

}
九

四
二
年

百
分

の
三
十

六
、

一
九
四

三
年
百
分

の
四
十

六
と
な
る
。
國
民
所
得

の
實

質
債
値

の
増
大

に
も
か
か
は
ら
す
、
國
民
消
費
資
金

が
激
減

し
た
わ
け

は
、
い
ふ
ま

で
も
な

く
、
財

政
資
金

こ
と

に
職
費

の
急
増

に
よ
る
の
で
あ
る
。

な

ほ
こ
の
計
算

で
も
職
費

の
す
べ
て
を
國
民
所

得

で
ま
か
な

ふ
も

の
と
假
定

さ

れ

て
ゐ
る
。
随

つ
て
國

民
財
産

元
本

の
消
耗
、匙
外
國
資
源

の
動
員

と

い
ふ
事
實

を
計
算

に
い
れ
る

と
、
國
民
生
活

の
低

下
率
は
か

く

も
大

と
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

九

イ
ギ

リ

ス
に

つ
い
て
は

・
ン
ド

ン

・
エ
コ
ノ

ミ
ス
ト
誌
上

の
分
析
を
基
礎

と
し

て
計

算
し
よ
う
。

こ
の
計
数
は

「
同
盟
世
界
週

報
」

昭
和
十
八
年

五
月
二
十
二
日
焚
行
第

㈲
ご
〇
九

號

に
揚
載

の
も

の
に
よ

つ
た
。

明
か

に
誤
植

と
思

は
れ

る
も

の
に
補
訂
を
加

へ
る
と
か
、
そ

の
他

二
三
の
加

工
を
試
み
た
が
、
し
か
し
、
こ
ま
か
な
部
分

の
数

字

は
必
す

し
も

正
確

と
は
い

へ
ぬ
。
し
か

し
、

と
れ

に
よ

つ
て
も
だ

い
た

い
の
と
と
は
か
か

る
o

イ
ギ
リ

ス
國

民
所
得

と
其

の
配
分

(
翠
位
百
萬
碑
)

、

、

＼

戦
孚
資
源
と
國
民
清
費
生
活

(井
藤
)

.

一
七

一



繭
七

ご

純

國

民

所

得

國

民

消

費

覧

政

府

支

囲

資

本

形

へ成

國
外

投
資
整
理

.

に
ょ
る
牧
入

駕

一
九
三
八
年

五
、
】
=

一

四
、
〇

三
五
-

八
四

五

圭

べ
二
.

i

一
九

四

二
年

、
八

、
六

〇

三

、
四
、
八
〇

〇

五
、
0,

六

八

三

〇

二

一
九
四
二
年
(戦
前
購
買

力
に
換
箕
)

山ハ
、
(∪
二
二

三
、
四

〇
入

三
、
五
四
五

二

三
二

・

四

八
五

一
九

四
二
年

を
、
職
前
即
ち

一
九

三
八
年

に
比
較

す

る
と
、
浩
費

財

の
市
場
債
絡

は
百
分

の
四
十

五
騰
貴

し
て
ゐ
る
が
、

こ
れ

に
は
間
接
税
増

徴

に
よ

る
騰
貴

も
ふ
く
む
た
め
、

こ
れ

を
控
除
す
る

と
約
百
分

の
三
+

の
騰
貴

と
推
算

さ
れ
る
。
最

下
欄

の
計
数

は
百
分

の
三
十
だ
け
購
買
力

が
減
少

し
た
も

の
と
し

て
換
算

し
た
も

の
で
あ

る
。
繭
…年
度

の
政
府
支
拙
額

の
差
二
十
七
億
傍

(
職

前

購
買

力
)
を

一
九
四

二
年

の
職
費

と
看
徹

し
て
ゐ
る
。

と

の
財

源

の
丙

課
は
同
誌

に
よ
る
と
次

の
通
り

と
な

つ
て
ゐ
る
。
'

,

一
九

四

二
年

イ
ギ

リ

ス
職

争

財

源

(
一
九
三
八
年

の
購
買
力

に
よ
る
O
量
・位
百
萬
碑
)

國
内
生
産
の
増
大

國
民
清
費
資
節
約

資
本
設
備
費
の
減
少

實

数

一
、
一、
=
二

六

一、一
七

〆

五

三

〇

比

牽
(
%
)

四
〇
%

二
五
%

二
〇
%



國
外
資
産
喪
失
及
び
外
債
の
増
加

四
ミ
〇

一
五
%

計

二
、七
〇
〇

一
〇
〇
%

以
上
が

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌

の
読
明

の
概

要

で
あ
る
。

い
ま

こ
れ
を
資
料
と

し
で

國
民
浩
費
生
活

の
切
下
を
計
算

し
て
み

よ
う
。

ま
つ

こ
の
計

算

に
從

ぴ
國
民
浩
費
額

六
億

二
千
七
百
萬
膀

を
職
前

の
四
十
億

三
千

五
百
萬
酵

に
比
較

す
る
こ
と
百
分

の
十
五

の
切

下
と
な
る
わ
け

で
あ

る
。

し
か

し
他
國

の
計

算

の
場
合

に
は
、
間
接

税
増
徴

に
よ
る
物
債
騰
貴

の
分

に
つ
い
て
控
除

を
し

て
を
ら

ぬ
か
ら
、

こ
れ

を
そ

の
ま
ま
他
國

の
も

の
と
比
較

す
る

の
は
適
當
で
は
な

い
。

ブ
イ

ナ

ン
シ
ヤ
ル

・
タ
イ

ム
ズ
調
査
卸
費
物
債

指

数

を
み
る
と

}
九

三
八
年
を

一
〇
〇
と
す
る
と
、

一
九
四

二
年

八
月
は

一
四
九

・
六

と
な

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ

に
よ
ρ

一
九
四

二
年

の
國
民
溝
費
額

三
十
四
億

八
百
萬
傍

の
職

前
債
値

を
計
算

す
る
と
三
十
二
億
膀

と
な

り
、

職
前

の
四
十
億

三
千
五
百
萬
確

に
く
ら

べ
て
八
億
三
千

五
百
萬
膀

の
減
少

と
な

り
、
國

民
生

活
切
下
率

は
百
分

の
二
十

輔
と
な
殉
。

以

上
を
要
す
る

に
、
現
在

の
大
職

に
お
け
る
國
民
浩
費
生
活

の
切

下
牽
を
み

る
と
、
我

が
國

が
昭
和
十
八
年

百
分

の
十
二

に
封

し

て
、

ア
メ
リ
ヵ
は
昭
和
十
七
年

が
百
分

の
三
十
六
、
昭
和
十
八
年

が
百
分

の
四
十
六

で
あ
り
、

イ
ギ
リ

ス
は
百
分

の
二
十

一
で

あ
ゐ
。

こ

の
三
國

の
計
算

の
基
礎

は
必
す

し
も
同

「
で
は
な
く
、
ま
た
職

前

の
生
活
程
度

の
相
違
そ

の
他
多
く

の
鐵
を
無
覗

す
る

も

の
で
は
あ
る
が
「
し
か
し
こ
れ

に
よ

つ
て
判
断
を

し
て
も
、
現
在

の
我
が
國
戦
時
國

民
生
活

に
、
ま
だ

ま

だ
飴
裕

が
あ
る

こ
と

が
わ
か
る

の
で
あ
る
。

こ
れ

ぱ
別

の
こ
と
で
あ

る
が
,
と

の
度
の
大
職

で
は

イ
ギ

リ

ス
は
我

が
國

や
ド
イ
ッ
と
異

な
り
、
金

準
備
、
外
國
投
資
職

費
が

戦
争
資
源
と
國
民
消
費
生
活

(
井
藤
)

〕
七
三



一
七
四

財
源
と
し

て
利

用
さ
れ

て
ゐ
る
や
う

で
あ
る
◎

イ
ギ
リ

ス
の

一
九

三
九
年
末

の
金
準
備

は
四
億

五
千
萬
膀
。

外
國
投
資

は

キ

ン
ダ

ー
ス

レ
ー

の
推
算

に
よ
る
と

一
九
三
八
年

現
在

、
三
十

七
億
膀

で
あ

る
。
外
國
投
資

の
う
ち
職
争

に
動
員

し
得
る
分

は
割
合

に
少

く
、

そ

の
推
算
高
は
人

に

よ

り
異

な
る
。

エ

コ

ノ

ミ

ス
ト
誌

な

一
九

三
九
年
八
月

に
こ
れ
を
十
二
億
確

と
推
定
す
る
。

ケ
イ

ン

ズ
は
十
億
礫

、
キ

レ
ダ

ー

ス
レ
ー
は

五
億
膀

以
下
と
推
算

す
る
。

こ
れ
を
前
表

の

一
九

四

二
年
度

の

「
國
外
投
資
整

理

に
よ
る
牧

入
」
四
億

八
千

五
百
萬
膀

と
封
比
す

る
と
、
現
在
イ
ギ
リ

ス
で
は

こ
の
種

の
財
源
は
、
ま

つ
た
く
消
耗

し

つ
く
し
た
も

の
と
考

へ

る

こ
と
が

で
き

る
。
か
か

る
財
産
を
職
費

と
し

て
利
用
し
得
る
可
能
性
は
時
間

的

に
制

限
が
あ
り
、

一
度

こ
れ
を
消
費

し

つ
く
し

た
時
は
そ
れ
以
後

は
役

に
た
た
ぬ

こ
と

に
注
意

す
べ
き

で
あ

る
。
要
す
る

に
職

争
、
ご
と

に
長

期
職

の
財
源
と

し
て
最

も
健
實

な

も

の
は
國
民
所
得
以
外

に
は
な
い

の
で
あ
る
。

十

●

以
上

の
叙
述

に
よ

つ
て
、
職
箏

の
財
源
と
し

て
外
國
資
源

と
國
民
財
産

と
國
民
所
得

の
三
者

が
あ
る
こ
と
が
明
か

と
な

つ
た
。

職
争
財
源

と
し

て
の
三
者

の
特
性
を

い
ま

一
度

比
較

し

て
み

よ
う
。
職
争

の
資

源
と
し

て
は
、

た
だ
維
濟

の
み

の
見
地
か
ら

い

へ

も

ば
外
債

が
最
も
便
利

で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
内
國

の
資
源

に
飴

裕
が
生
す

る
か
ら
で
あ

る
。

し

か

し

な

が

ら

外
債

に
は
軍
事

、
外

交
、
そ

の
他
國
策
途
行

上
、
債
権
國

の
禦
肘

を
受

け
る
危
瞼

が
多

い
た
め
隔
常

に
必
ず

し
も
要
當

な
政
策

と
拡

い
ひ
得
な

い
。
ま

た
現
地
調
達
も
占
領

地

の
開
嚢

が
容
易

な
場

合
は
適
當
な

政
策

で
あ

る
が
、
多
く

の
場
合
、
現
地
物
資

の
活
用

は
早
急

に
は
望
み



得
な

い
。

つ
ぎ

に
國
民
財
産

を
も

つ
て
職
争
財

源
と
す
る
方
法
は
、
職
争
期
聞

の
短

い
と
き

は
有
敷
適
切
な
方
法

で
あ
ら
う
。

國

へ

な

民
財
産

は
過
去

の
杜
會
生

産
物

の
蓄
積

で
あ

る
か
ら
、

こ
れ

に
よ

つ
て
職
争
必
要
物
資
を
調
達

し
て
も
國
民

の
消
費
生

活
を
歴
迫

す
る

こ
と
が
少

い
か
ら

で
あ

る
。

こ
と

に
例

へ
ば
金

や
外
國
爲
替

な
ど

に
よ

つ
て
外
國
物
資

を
購
入
す
る

や
う
な
場
合

に
は
、
外

國

の
資
源

を
職
箏

に
活

用
す
る

こ
と
と
な
る
。

し
か

七
な

が
ら
國
民
財
産

の
＼元
本
消
費

は
載
争
員
澹

を
將
來

の
人

々
に
轄
嫁

す
る

も

の
で
あ
り
、
叉

こ
れ

は
長

期

の
職
争
経

濟
能
力
を
低
下
せ
し
め
る
虞

が
あ
る
か
ら

し

て
、
長
期
建
設
職

の
財
源

と
し
て
は
探

用

し
て
は
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
。

い
な
長
期

に
わ
た
り
採
用
す
る

こ
と
は
不
可
能
な
政
策
な

の
で
あ

る
。
結

局
長
期
職
財
源

の
主
要
な

も

の
は
、
年

々
の
肚
會
生
産

物
、
國
民
所
碍

に
こ
れ

を
求

め
な
け
れ

で
な
ら

ぬ
。

こ
れ
を
、
よ
り
具
膿
的

に
い

へ
ば
、
國
民
消
費

生
活
め

切
下
、
生
産
力

の
擾
充

で
あ
る
。

大
東

亜
職
争

の
如
き
長
期
建
設
職

で
は
、
少
く

と
も
南
方

や
大
陸

の
経
濟
開

嚢
が
軌
道

に

の
る
ま

で
は
、

そ

の
財
源

の
中
心
は

こ
れ

を
我
が
國

民
所
得

に
求

め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ

の
で
あ

る
。

+

一

'

毒

第

一
次

世
界
大
職

の
各
國

の
職
争
資

源
を
み
る
と
、
我

々
の
常

識

に
反

し
て
、
國
民
財
産

の
元
本
消
費

に
よ
る
部
分
が
意
外

に

多
く
、
國
民
所
得

に
よ
る
部
分

が
極

め

て
少

い
。

こ
こ
に
二
三

の
學
者

の
計
算

を
か
か
げ
よ
う
。

ま

つ
ブ

ル
ク

ハ
イ
ザ

ー
の
猫
英
佛

三
國

に
關

す
る
計
算

を
み
る
と
、
國

民
新
得

に
よ

つ
て
支
辮

さ
れ

た
部
分

の
総
職
費

に
封
す

.、
る
割
合

は
・
ド
イ
ツ
が
募

の
四
+
四
・

イ
ギ
リ

ス
が
募

の
三
+
五
、

フ
ラ

ン
ス
が
募

の
+
九

で
あ

つ
て
、
讐

の
募

は

戦
争
資
源
と
國
民
消
費
生
活

(
井
藤
)

一
七
五



一
七
六

内
國
財
産

及
び
外
國
資

源
乃
至
輸
入
超
・過

(
貿
易
差
額
決
濟

の
た
め

の
金
及
び
有
便
護
券

の
輸
出
、
ま

た
は
外
債
)

に
よ

つ
て
ま

2

、

が

な
は
れ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

を
表

示
す
る
と
次

の
通
り

と
な

る
。

/

!

笙

姿

炎

職
の
資
雛

(欝

勉

舞

物
駿
)

イ

ギ

リ

ス

内

國

財

崖

輸

入

超

過

金
、
有
債
謹
雰

で
支
梯

つ
た
分

外
債

で
支
彿

つ
た
分

國

民

所

径

合

計

圭 釜 五 五 δ き 劃,

イ

ツ

百
分
率
(
%
)

四
二
%

一
四
%

七
%

七
%

四
四
%

一
〇
〇
%

實
歎

百
分
寧
ρ%
)

三
〇

三
五
%

二
七

三
〇
%

一
一

=

一%

一
六

一
八
%

三
〇

三
五
%
σ

八
七

一
〇
〇
%

コ 　へ

四 六1 西 四矧 フ
ラ

ン

ス

百
分
牽
(%
)

=

一%

六
九
%

一
九
%

一
〇
〇
%

つ

ぎ

に

パ

ン
ト

レ

ン

の
書

(
缶
慣
ヨ

§

昌

男
恥
曇

冨
P

囚
H
冷
㎎
・き

畠

国

昌
碧

N
。
ρ

H
㊤
q。
9

9

艀
書

Q。
●)

の
諸

庭

に

あ

ら

は

れ

る

記

述

よ
の

、

こ
れ

に
關

係

あ

る
部

分

を

あ

つ
め

て
表

で
示

す

と
、

つ
ぎ

の
通

り

と
な

る

。
職

費

は

各
國

の
學

者

の
計

算

を

と
り

、

財

産

喪
失

高

は

国
●
ρ

蛍
m『

目
ず
Φ
ぎ
け窪

陣
ξ

畠
⑦
ぴ
計

日
㊤
卜9
合

申

に
か

か

げ

ら

れ

て
ゐ

る

〉
ヨ
鼠

o碧

ぴ
§
冨

誘

霞
⊆
鴇

O
o
●
の
推
算

を

基

礎

と

し

た

も
ーの
で

あ

る
。
.こ
れ

に
よ
り

、
關

係
諸

國

を
通

算

す

る

と

、
國

民
財

産

元
本

消

耗

高

は
職
費

の

百
分

、の
四

十

二

に
達

す

る
。

乱

'

,
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計
シ

第

一
次
大
職
職
費
総
額
と
國
民
財
産
喪
失
高

(軍
位
+
億
麻
)

戦
費
総
高

ッ

一
三
七

、

ス

;

ニ

ス

一
一
五

ア

九

三

カ

一
四
〇

ヤ

八

三

六
九

九

本

(
〉
.
国
一鼻

ヨ
碧

ロ
)

國

民

財
産

喪
失
高

七

八

八
〇

四

二

,

一
八

五

一

三
〇

,

二
九

九

H

O
・
三

つ
ぎ

に

ヒ

ッ

ク

マ
ン

の
地
理

統

計

萬

國

地
圖

一
九

二

四
年

版

に
、

第

}
次

大

職

以
前

及

び

以

後

の
諸

國

に

お

け

る
國

民
財

産

の
攣

化

に

つ
き

、

(
ぐ
く
い
・
≦

畠

ユ
蕊
尊
"
U
♂

ぐ
雫
・犀

葺

N
僧
匿
窪
"
目
・
切
⊆
。『

U
冨

国
巳
ρ

集
o

切
o
く
α
汗
①歪

昌
σq
℃
ユ
窪

男
①ま
7
ε
日
植
目
㊤
トっ
9

◎o
・
H
㊤
"
1

昌
㊤
G◎
・
に

よ

る
)
o

…第

一
次

大

…戯
訟
附
後

の
國

民
財

産

比

較
ハ

(軍
位
十
億
弗
)

臓

九
西

舗

鐵

九
一
九
触

差

額

(戦
争
に
よ

る

塘

減
)

戦

費

イ

ギ

リ

ス

入
〇

六
七
・
五

コ

7

五

(
減

)

四
叫

・

フ

ラ

ン

ス

六
五

四
五

二
〇

(
減

)

二
五

戦
争
費
源

と
國

民
消

費
生
活

(
井
藤
)

一
七
七

此

傘

(
%
)

五
七
%

六

一
%

三
六
%

一
九
%

三
六
%

三
六
%

四

二
%

(
財
産
増
加
)

O
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本 力'1.ツ1ア ア

六
〇

二
五

毒
五

九
五

四
〇

三
八
〇

こ
〇
五

ご
0

二
五

二
〇

=

一
・
五

六
〇

二
五

二
五
五

二
入
五

二
五

二 五 五
　

五

(((
減 減 減
)))

三
五

'

一
五

=

一
五

八
〇

 剛
再

(
減
)

(
減
)

(
減
)

(
檜
)

(
櫓
)

一
七

八二
二

一
二

》

一

四
〇

二
〇

三

二

〇
・
〇
四

＼

右

表

の
う

ち

戦

費

は

ボ

ガ

ー

ト

(
国
●
い
・
切
。
σq
舞

矯
ミ

舞

8

。。
8

9。
昌
山
昏

⑦
凶=

写
彗

。
凶昌
σq
矯
お

鉾

ロ
」

8

●)

の
直

接

職

費

計

算

を

そ

の
ま
ま
韓
記

し
た
。

ヒ
ッ
ク

マ
ン
の
書

に
掲
職

の
國

民
財
産
増
減

の
籔
字

と

ボ
ガ

ー
ト

の
職
費

を
比
較

す
る
と
、
職
争

に
よ
る
懐

民
財
産
減
-少
高

は
職
費

の
百
分

の
三
十
乃
至
八
十
と

い
ふ
比
率

に
達

す
る
。
か
か
る
比
較

に
は
必
す

し
も
多
く

の
正
確
性
を
求
め

得
な

い
が
、
財

産
減

少
高
が
意
外

に
多

い
わ
け
は
、
職
争

や
革
命

に
よ
り
平
和
財
産

の
喪
失
、
経
濟

の
混
齪
な
ど
が
あ
り
、
直
接

職
費

以
外

の
損
害

(
闇
接
職
費
)

が
含
ま
れ

て
ゐ
る
か

と
想
像

さ
れ
る
。

イ
ギ

リ

ス
の
比
率

が
低

い
こ
と
等
は

こ
の
推

定
を
裏
書

す

る
も

の
で
あ
ら
う
。

以
上
三
者

の
研
究

は
、
そ
れ

ぞ
れ
計
算

の
基
礎

を
異

に
す
る
も

の
で
あ
り
、
随

つ
て
そ

の
計
数

を
比
較
す
る
と
き
、

そ
の
聞

に

か
な
り
大
き
な
相
違
が
あ
り
、

こ
れ

に
多
大

の
科
學
性

を
も

と
め
る

の
は
危
瞼

で
あ
る
。

し
か

し
、

こ
れ

に
よ

つ
て
推
定

し
て
大

イ



過

の
な

い
こ
と
は
、
第

同
次
大
職
當
時

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
國

で
は
戦
費

の

四

,
五
割

に
も
あ

た

る
高
を
、

つ
て
ま

か
な

つ
た
と

い
ふ
事
實

で
あ

る
。

串

十

二

國
民
財
産
元
本
消
耗
に
よ

か
く

の
如
く
國
民
財
産

の
浩
費
乃

至
輸
入
超
過
を
中
心
財
源

と
す
る
政
策

は
、
當

時

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

諸

國

で

は
、
生
産
力

の
減

退

、
國

民
所
得

の
減

少

の
た
め

に
、
や
む
を
得
す
,と
ら
れ

た
政
策

と
思
は
れ
る
が
、

し
か
し
當
時

國
民
経

濟

に
封

す
る
統
制
技
術

が
進
歩

し
て
を
ら
な
か

つ
た

こ
と
、
自
由

主
義
経
濟
艦
制
が
依
然
相
當

の
廣
範
團

で
績

行
さ
れ

た

こ
と
も
、
他

の

一
重
要
原
因
を

な

し

て
ゐ
る
。
経

濟
統
制

が
成

功

し
て
を
れ
ば
財
政
政
策

は
も

つ
と
健
實
化

し
得

た

こ
と

で
あ
ら
う
。
第

一
次
犬
職
當
時

は
職
争

絡
茉

期

に
な

つ
て
漸
く
戦
時

統
制
経
濟
罷
制

が
完
成

し
た
。
職
時

財
政

の
健
實
化
を

は
か

る
に
は
、

そ

の
前
提

と
し
て
政
府
當
局

が
個

々
の
職
争
資

源

に
關

す
る

正
確
な
知
識
を
有
す

る
と
共

に
、

こ
れ
を
意

の
ま
ま

に
自
由

に
統
制

し
指
導

し
得
む
構
力

と
組
織

が
必

要
で

あ
る
。
長
期
建

設
職

の
財
源

と
し

て
國

民
所
得
を
中
心

と
す
る
政
策

を
的
確

に
途
行
す

る
た
め

に
は
、
相
當

思

ぴ
き

つ

た
程
度

の
租
税
政
策

を
断
行
す

る
と
共

に
、

と
れ

と
相

並
ん
で
、
他
方

で
奢
修
禁
止
、
浩

費
割
當
制

そ

の
他

に
よ
る
國
民
浩
費

の

規

正
、
物
債
、
投
資
、
生
産

の
統
制
、
生
産
力

の
擾

充
そ

の
他

の
経

濟
政
策
を
實

行

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

雨
者

が

一
盟

と
な

つ

て
始

め

て
國
民
所
得

を
中
椹
財
源

と
す
る
長
期
封
策

が
可
能
と
な
る

の
で
あ
る
。

こ
れ

現
在

の
長
期
建
設
財

政
が
経
濟
統
制

と
綜

合

し
て
蓮
螢

さ
れ

な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
所

以
で
あ

る
。
(
絡
)
。

職
孚
資
源
と
國
民
浩
費
生
活

(
井
藤
)

、

一
七
九




